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▲下呂スタイル魅力発信プロジェクトのトップページ

「下呂スタイル魅力発信プロジェクト」のご紹介

下呂市へ移住定住を考えている人、
子育て世代の女性へ
下呂市での暮らしの魅力を発信する
ウェブサイト（ホームページ）のことです。
合言葉は「ぽかぽか」。
仕事で心温まる場所、ほっとする１こまなど、
みなさんの「ぽかぽか」がつながっていく
そんなサイトです。

http://gerostyle.jp

●下呂市の魅力を伝え、
　新しい人の流れをつくります。
●今ある仕事の魅力を高めます。

「楽しむ」
をキーワードに
市内の身近な魅力を
紹介しています

　 こ の 働 き 方 を

紹 介 す る ペ ー ジ

が「2016 年度ふ

るさと名品オブ・

ザ・イヤーふるさ

と動画部門賞（内

閣府）」を受賞。

ぜひ、ご覧ください。

下呂市
ならではの

「働き方」
を紹介しています

▲「しごと編」のページ

下呂スタイル魅力発信プロジェクト
アドレス

検索下呂　ポカポカ

下呂に住んでいる「暮らしの楽しさ」を
女性の視点から発信しています！

都市とは異なる価値観・スタイルで
仕事と生活を調和させ
日々を楽しく過ごす

市内の魅力的な人々を紹介！
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川を安全に楽しむために川を安全に楽しむために
　川遊びが楽しいこれからのシーズン。川には急な増水など、とても危険な一面もあります。
次のことに注意して、安全に川を楽しんでください。
【問合先】　岐阜県下呂土木事務所 52-3111（内線 308）下呂市危機管理課 24-2222（内線 271）

こんな時は川に入らず、また、入っていればすぐに出ましょう。

●岐阜県川の防災情報
　岐阜県内の「雨量」や「水位」を
　リアルタイムでチェック！
　http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/

●ぎふ川と道のアラームメール
　地域別の大雨や洪水、通行止めなどの情報が
　あなたの携帯電話やスマートフォンへ自動送信！
　http://service.sugumail.com/gifu/member
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◆大雨や洪水の注意報・警報が発表されているとき
◆雨が降ってきたとき　　　　◆川の上流の空に雨雲や入道雲が見えるとき
◆雷が鳴りだしたとき　　　　◆水かさが増えてきたとき

　岸から見ると穏やかな場所も、実際は、「急な流れの変化」や「川底へ強く
引き込まれる流れ」により、危険な場合があります。川へ入るときは、ライフ
ジャケットをきちんと着けましょう。
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区　　分 平成29 年7月までの
負担の上限（月額）

平成 29 年 8 月からの
負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する人がいる世帯 44,400 円（世帯） 44,400 円（世帯）※

世帯のどなたかが市民税を
課税されている人
【見直し対象】

37,200 円（世帯）

44,400 円（世帯）【見直し】
※同じ世帯の全ての 65 歳以上の人

（サービスを利用していない人を含む）
の利用者負担割合が１割の世帯に
年間上限額（446,400 円）を設定

世帯の全員が
市民税を課税

されていない人

24,600 円（世帯） 24,600 円（世帯）

前年の合計所得金額
と公的年金収入額の
合計が年間8 0万円

以下の人など

24,600 円（世帯） 24,600 円（世帯）

15,000 円（個人） 　  15,000 円（個人）※

生活保護を受給している人など 15,000 円（個人） 15,000 円（個人）

※（世帯）とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額
※（個人）とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額
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